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瀬戸内市

概
要
版

　この冊子は、平成２１年２月に策定した
「瀬戸内市景観計画」の概要を紹介するも
のです。
　より詳しい内容を知りたい方は、瀬戸内
市のホームページをご覧ください。

瀬戸内市 企画財政部企画振興課
 〒701-4292　瀬戸内市邑久町尾張300番地1
 T E L ：（0869）22-1031　F A X ：（0869）22-3304
  ◆瀬戸内市ホームページ
 http : //www . city . setouchi . lg . jp/

届出手続きの流れ

景観法及び瀬戸内市景観条例に基づく届出は、以下のような流れで手続きを行ってください。
また、より良い景観を形成するために、事前協議制度を設けていますのでご活用ください。

問合せ・相談等

事 前 協 議

届出書の提出

届出書・添付書類の確認

景観計画との適合の確認

変更・修正の必要

指導・助言

改善されない場合

勧告･変更命令

受理通知書の発行

行為の着手

必要がある必要がない

改善

具体的な計画を立てる前に、まずはご相談ください。

届出に先立ち、行為についての協議や技術的助言を
求めることができます。

行為着手の30日前まで、かつ、建築確認申請の前ま
でに、届出書と図面など必要書類を正副各１部提出
してください。
（国の機関等の場合は通知が必要です。）

市は計画の変更又は修正が必要かどうかを検討します。

届出の内容が、景観計画の内容に適合しない場合は、
勧告又は変更命令を行うことがあります。

景観計画に適合する場合は、市長が受理通知書を発
行します。

届け出てから３０日経過した後でなければ行為に着
手できません。


















